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災害時における応急対策の協力に関する協定書 

 

千 葉 市（以下「甲」という。）と千葉土建一般労働組合千葉支部（以下「乙」

という。）とは、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、千葉市域で地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発

生が予想される場合の応急対策の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、応急対策を実施する必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請

するものとする。 

２ 前項の規定による要請（以下「協力要請」という。）は、「応急対策協力要請書」

（別記様式１）により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請

し、事後速やかに書面を提出するものとする。 

３ 乙は、協力要請を受けたときは、応急対策に必要な人員、資機材等を出動させ、

甲の指示に従い応急対策を実施するものとする。 

 

（応急対策の内容） 

第３条 協力要請する応急対策は、次に掲げる業務とする。 

（１）避難所等の公共施設の応急補修 

（２）その他、甲が必要と認める業務 

 

（協力体制の整備） 

第４条 乙は、協力要請を受けた場合において、速やかに応急対策を実施できるよう、

常に乙の組合員の出動体制及び被害状況に応じた資機材の供給体制について、整備

するものとする。 

 

（報告） 

第５条 乙は、協力要請に基づく応急対策を完了したときは、「応急対策完了報告書」

（別記様式２）を、遅滞なく甲に提出するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 協力要請に基づき乙が実施した応急対策に要した費用は、甲が負担するもの

とする。 

２ 前項の費用の額及び支払方法等については、千葉市積算基準及び千葉市予算会計

規則等に基づき、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 



（損害補償） 

第７条 協力要請に基づき応急対策に従事した者が死亡又は負傷し、若しくは疾病に

かかり、又は障害の状態となった場合の本人又はその遺族若しくは被扶養者に対す

る損害の補償については、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）を適

用する。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２２年３月３１日までとする。

ただし、この期間満了の１か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出

がないときは、さらに 1年間延長するものとし、その後においても同様とする。 

 

（協議事項） 

第９条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方記名押印の上、

各自その１通を保有するものとする。 

 

平成２１年１１月１６日 

 

 



様式１                                №   

 

  年  月  日 

 

 

応急対策協力要請書 

 

千葉土建一般労働組合千葉支部 

執行委員長 様 

千 葉 市 長 

 

 

 災害時における応急対策の協力に関する協定書第２条第２項の規定により、次のと

おり協力を要請します。 

 

要請内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場  所 
 

 

備  考 

 

 

 

 

 

 

担 当 者 

所属： 

氏名： 

電話番号：         ＦＡＸ： 

※要請内容の詳細については、担当者より指示します。 



様式２                                №   

 

  年  月  日 

 

 

応急対策完了報告書 

 

千 葉 市 長 様 

 

千葉土建一般労働組合千葉支部 

執行委員長 

 

 

 災害時における応急対策の協力に関する協定書第５条の規定により、次のとおり報

告します。 

 

実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場  所 
 

 

実施期間 
  年  月  日（ ）から 

  年  月  日（ ）まで 

備  考 

 

 

 

 

担 当 者 

所属： 

氏名： 

電話番号：         ＦＡＸ： 

（添付書類）実績内訳書、その他市の指示によるもの 

 

 


